
◎
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
九
日
法
律
第
一
三
〇
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
一
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
茂
木
敏
充
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
老
人
福
祉
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

本
案
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
が
困
難
な
農
山
村
地
域
に
お

い
て
、
医
療
と
福
祉
の
一
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
公
的
医
療
機
関
と
し
て
地
域
の
医
療
を
支
え
て
き
て
い
る
Ｊ
Ａ
厚

生
連
が
直
接
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
で
き
る
こ
と
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、去
る
七
日
の
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、全
会
一
致
を
も
っ

て
委
員
会
提
出
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
二
日
）

○
岩
本
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
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次
に
、
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
す
。

本
法
律
案
は
、
公
的
医
療
機
関
に
該
当
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
設
置

す
る
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
で
あ
る
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長

茂
木
敏
充
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。
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